
  

 

 

新住宅市街地開発事業 

工業団地造成事業 

※兵庫県又は県内各市町において決定されているものを記載しています。（平成 31 年 4 月 1 日現在） 

市街地再開発事業 

住宅街区整備事業 

促進区域 

住宅街区整備促進区域 

被災市街地復興推進地域 

防火地域又は準防火地域 

都市再生特別地区 

流通業務地区 

生産緑地地区 

駐車場整備地区 

風致地区 

臨港地区 

特別緑地保全地区 

区域区分（市街化区域と市街化調整区域との区分） 

特定街区 

地域地区 

特別用途地区 

高度地区又は高度利用地区 

用途地域 

交通施設 
（道路・都市高速鉄道・駐車場） 

公共空地 
（公園・緑地・広場・墓園） 

供給施設 
（地域冷暖房施設） 

処理施設 
（下水道・汚物処理施設・ 
ごみ焼却場・ごみ処理場） 

一団地の住宅施設 

流通業務団地 

防砂・防潮の施設 

教育文化施設（学校） 

医療施設・社会福祉施設 
（病院・社会福祉施設） 

地区計画等 地区計画 

防災街区整備地区計画 

都市再開発方針等 

土地区画整理事業 

景観地区 

水路（河川・運河） 

市街地再開発促進区域 

土地区画整理促進区域 

沿道地区計画 

集落地区計画 

市場・と畜場・火葬場 

土
地
利
用 
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特定防災街区整備地区 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（県のマスタープラン） 
市町の都市計画に関する基本的な方針（市町のマスタープラン） 

防災街区整備事業 

特定用途制限地域 

伝統的建造物群保存地区 
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